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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークコンピュータシステムによって行われる、輸送サービスを手配する方法に
おいて、
　ユーザに対して表示するためマップインターフェースを立ち上げることであって、前記
マップインターフェースは、ユーザに(i)輸送要求と、(ii)輸送サービスを受けるために
、前記輸送要求に関して所与の領域内の一つの位置の選択とを可能にするものである、前
記マップインターフェースを立ち上げることと、
　前記選択によって選択された一つの位置を少なくとも示すユーザ入力を取得することと
、
　前記選択された一つの位置を示す第一のグラフィックインジケータを、前記マップイン
ターフェースに供給することと、
　前記選択された一つの位置が存在する前記所与の領域内の、他の複数のユーザについて
完了した輸送サービスに関連する複数の位置を決定することと、
　前記選択された一つの位置に関連付けられた情報の少なくとも一部に基づいて計算され
た位置を決定することと、
　前記計算された位置を示す第二のグラフィックインジケータを、前記マップインターフ
ェースに表示するために供給することと、
　前記ユーザに、前記計算された位置が前記選択された一つの位置とは異なることを意味
する視覚的フィードバックを提供することと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記複数の位置を決定することは、前記ネットワークコンピュータシステムに存在する
一つ又はそれ以上のメモリリソースに格納されている一のマッピングテーブルにアクセス
することを含み、前記マッピングテーブルが一つ又はそれ以上のエントリを含むものであ
って、前記エントリのそれぞれは一つの特定の領域を、前記複数の位置の中の少なくとも
一つの計算された位置に関連付ける、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記選択された一つの位置は前記ユーザの現在位置であり、前記計算された位置を決定
することが、前記ユーザの前記現在位置から予め設定された距離内で前記計算された位置
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を決定することを含む、請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記輸送要求についての前記選択された位置に基づいて前記ユーザに輸送サービスを提
供する運転手を選択することをさらに含む、請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記計算された位置を前記運転手の運転手装置に送信することをさらに含む、請求項４
記載の方法。
【請求項６】
　前記第二のグラフィックインジケータを供給することが、前記ユーザのモバイルコンピ
ュータ装置のサービスアプリケーションにより通信することを含む、請求項１記載の方法
。
【請求項７】
　前記ユーザの入力に基づいて、前記ユーザが前記第一のグラフィックインジケータを前
記第二のグラフィックインジケータに向かって動かしていることを判定することをさらに
含む、請求項６記載の方法。
【請求項８】
　前記選択された位置の前記第一のグラフィックインジケータと前記第二のグラフィック
インジケータとの間の距離に基づいて、第二のグラフィックインジケータの大きさを動的
に変化させることをさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ユーザが前記第一のグラフィックインジケータを前記第二のグラフィックインジケ
ータに動かすのに対応して、前記第二のグラフィックインジケータの大きさを拡大させる
、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第一のグラフィックインジケータが、拡大された前記第二のグラフィックインジケ
ータ上に配置されていることを判定することと、前記第一のグラフィックインジケータを
前記第二のグラフィックインジケータの中心に飛ばすこととをさらに含む、請求項９に記
載の方法。
【請求項１１】
　前記選択された位置が、前記ユーザの現在位置であることを判定することをさらに含む
、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　サービスアプリケーションに、前記サービスアプリケーションが操作されるモバイルコ
ンピュータ装置の地理的情報リソースを使用して前記ユーザの前記現在位置に近似するデ
ータを得ることをさらに含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　複数の指示を格納するメモリリソースと、
　一つ又はそれ以上のプロセッサと、を備える、ネットワークコンピュータシステムであ
って、
　前記一つ又はそれ以上のプロセッサは、
ユーザに表示するための一つのマップインターフェースを起動し、
ユーザ入力を取得し、
第一のグラフィックインジケータを提供し、
複数の位置を決定し、
一つの計算された位置を決定し、
第二のグラフィックインジケータを提供する、プロセッサである、
　ネットワークコンピュータシステム。
【請求項１４】
　前記メモリリソースは、さらにマッピングテーブルを格納し、前記指示を実行して前記
一つ又はそれ以上のプロセッサに、前記メモリリソースに格納された前記マッピングテー
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ブルにアクセスさせ、前記マッピングテーブルは一つ又はそれ以上のエントリを含み、前
記エントリのそれぞれは前記複数の位置の前記計算された位置の少なくとも一つに対応す
る特定領域に関連する、請求項１３に記載のネットワークコンピュータシステム。
【請求項１５】
　前記選択された位置は、前記ユーザの現在位置であり、前記複数の指示の少なくとも一
つを実行して前記一つ又はそれ以上のプロセッサに前記計算された位置を決定させ、前記
ユーザの前記現在位置から予め設定された距離内に前記計算された位置があることを判定
させる、請求項１３に記載のネットワークコンピュータシステム。
【請求項１６】
　前記複数の指示の少なくとも一つを実行して前記一つ又はそれ以上のプロセッサに、表
示するための前記第二のグラフィックインジケータの供給を実行させ、前記ユーザのモバ
イルコンピュータ装置のサービスアプリケーションとの通信を実行させる、請求項１３に
記載のネットワークコンピュータシステム。
【請求項１７】
　前記複数の指示の少なくとも一つを実行して前記一つ又はそれ以上のプロセッサに、前
記ユーザの入力に基づいて、前記ユーザが前記第一のグラフィックインジケータを前記第
二のグラフィックインジケータに移動させていることの判定を実行させる、請求項１６に
記載のネットワークコンピュータシステム。
【請求項１８】
　前記複数の指示の少なくとも一つを実行して前記一つ又はそれ以上のプロセッサに、前
記選択された位置の前記第一のグラフィックインジケータと前記第二のグラフィックイン
ジケータとの間の距離に基づいて、第二のグラフィックインジケータの大きさを動的に変
化させることを実行させる、請求項１７に記載のネットワークコンピュータシステム。
【請求項１９】
　前記複数の指示の少なくとも一つを実行して前記一つ又はそれ以上のプロセッサに、前
記ユーザが前記第一のグラフィックインジケータを前記第二のグラフィックインジケータ
に動かすのに対応して、前記第二のグラフィックインジケータの大きさの拡大を実行させ
る、請求項１８に記載のネットワークコンピュータシステム。
【請求項２０】
　前記複数の指示の少なくとも一つを実行して前記一つ又はそれ以上のプロセッサに、前
記第一のグラフィックインジケータが、拡大された前記第二のグラフィックインジケータ
上に配置されているかを判定させ、前記第一のグラフィックインジケータを前記第二のグ
ラフィックインジケータの中心に飛ばす処理を実行させる、請求項１９に記載のネットワ
ークコンピュータシステム。
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